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議番号 件         名 

２０ 玉名市行政手続条例の一部を改正する条例 

２１ 玉名市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

２２ 玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

２３ 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例 

２４ 玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

２５ 玉名市保育所条例の一部を改正する条例 

２６ 玉名市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

２７ 玉名市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

２８ 玉名市地域汚水処理施設条例の一部を改正する条例 

２９ 玉名市営住宅条例の一部を改正する条例 

３０ 玉名市学校給食費の徴収に関する条例の一部を改正する条例 

３１ 玉名市立小中学校体育施設等使用料条例の一部を改正する条例 

３２ 玉名市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 



３３ 熊本広域行政不服審査会共同設置規約の一部を変更する規約 
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議第２０号関係 

 

玉名市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 略 第１５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しな

い場合においては、第１項の規定による通知を、公示の方法  

                             

                             

                   によって行うことがで

きる。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しな

い場合においては、第１項の規定による通知を、その者の氏名、

同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号

に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当

該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことがで

きる。この場合においては、掲示を始めた日から２週間を経過し

たときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべ

き者の氏名、第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行

政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に

交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で

定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に

置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所

の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計

算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置

く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、

当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知が

その者に到達したものとみなす。 

 

（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第４項後段の規定に 第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定に
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より当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事

者」という。）は、代理人を選任することができる。 

より当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事

者」という。）は、代理人を選任することができる。 

２～４ 略 ２～４ 略 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第２２条 略 第２２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項本文の場合において、

当事者又は参加人の住所が判明しないときにおける通知の方法に

ついて準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「不

利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」

と、同項中「              とき」とあるのは「と

き（                 同一の当事者又は参加

人に対する２回目以降の通知にあっては、当該措置を開始した日

の翌日）」と読み替えるものとする。 

３ 第１５条第３項     の規定は、前項本文の場合において、

当事者又は参加人の住所が判明しないときにおける通知の方法に

ついて準用する。この場合において、同条第３項     中「不

利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」

と、「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とあるのは「掲

示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加

人に対する２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた   日

の翌日）」と読み替えるものとする。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに第１６条の規定は、弁

明の機会の付与について準用する。この場合において、第１５条

第３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、同条第４項中「第

１項第３号及び第４号」とあるのは「第２８条第３号」と、第１

６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第２８条」と、「同条第

４項後段」とあるのは「第２９条において準用する第１５条第４

項後段」と読み替えるものとする。 

第２９条 第１５条第３項及び      第１６条の規定は、弁

明の機会の付与について準用する。この場合において、第１５条

第３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、「同項第３号及び

第４号       」とあるのは「同条第３号  」と、第１

６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第２８条」と、「同条第

３項後段」とあるのは「第２９条において準用する第１５条第３

項後段」と読み替えるものとする。 
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議第２１号関係 

 

玉名市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 （定義）  （定義） 

第２条 略 第２条 略 

２ この条例において「独自利用事務等に関する情報」とは、身体

障害者手帳交付に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「障害者総合支援法」という。）による日常生活用具の給付等に関

する情報、子ども医療費助成に関する情報、ひとり親家庭等医療

費助成に関する情報、重度心身障害者医療費助成に関する情報、

予防接種（予防接種法（昭和２３年法律第６８号）によるもの及

び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

号）によるものを除く。以下「任意接種」という。）に関する情報

及び住登外者宛名情報（市の事務を処理するために利用する情報

システムの機能であって住登外者（市の住民基本台帳に記録され

ていない者をいう。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、

管理するもの（以下「住登外者宛名番号管理機能」という。）によ

る住登外者の情報の管理に関する情報をいう。以下同じ。）をいう。 

２ この条例において「独自利用事務等に関する情報」とは、身体

障害者手帳交付に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「障害者総合支援法」という。）による日常生活用具の給付等に関

する情報、子ども医療費助成に関する情報、ひとり親家庭等医療

費助成に関する情報、重度心身障害者医療費助成に関する情報、

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置         

                              

                       に関する情報

及び住登外者宛名情報（市の事務を処理するために利用する情報

システムの機能であって住登外者（市の住民基本台帳に記録され

ていない者をいう。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、

管理するもの（以下「住登外者宛名番号管理機能」という。）によ

る住登外者の情報の管理に関する情報をいう。以下同じ。）をいう。 

３ この条例において「総合福祉関係情報」とは、子ども子育て支

援関係情報、児童通所等給付費支給決定に関する情報、精神障害

者保健福祉手帳交付に関する情報、老人福祉法（昭和３８年法律

第１３３号）による福祉の措置及び費用の徴収に関する情報、特

別児童扶養手当関係情報、特別障害者手当支給に関する情報、児

童手当の支給に関する情報、補装具費支給認定に関する情報、自

立支援医療費支給認定に関する情報、介護給付費支給決定に関す

る情報並びに生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関

３ この条例において「総合福祉関係情報」とは、子ども子育て支

援関係情報、児童通所等給付費支給決定に関する情報、精神障害

者保健福祉手帳交付に関する情報、老人福祉法（昭和３８年法律

第１３３号）による福祉の措置及び費用の徴収に関する情報、特

別児童扶養手当関係情報、特別障害者手当支給に関する情報、児

童手当の支給に関する情報、補装具費支給認定に関する情報、自

立支援医療費支給認定に関する情報並びに介護給付費支給決定  

                           に関
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する情報をいう。 する情報をいう。 

 （個人番号の利用範囲）  （個人番号の利用範囲） 

第４条 略 第４条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務        

                  を処理するために必要な

限度で、独自利用事務等に関する情報又は総合福祉関係情報（利

用特定個人情報を除く。）であって自らが保有するものを利用する

ことができる。 

４ 市長又は教育委員会は、番号法別表の下欄に掲げる事務又は番

号法第９条第１項に規定する準法定事務を処理するために必要な

限度で、独自利用事務等に関する情報又は総合福祉関係情報   

           であって自らが保有するものを利用する

ことができる。 

５ 略 ５ 略 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１～６ 略 略 

７ 市長 任意接種に関する事務であって規則で定めるもの 

８ 略 略 

９ 略 略 
 

機関 事務 

１～６ 略 略 

 

７ 略 略 

８ 略 略 
 

  

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１～７ 略 略 略 

８ 市長 任意接種に関する事務であ

って規則で定めるもの 

医療保険給付関係情

報、地方税関係情報、

住民票関係情報、介

護保険給付等関係情

報、予防接種法によ

る予防接種の実施、

給付の支給若しくは

実費の徴収に関する

情報又は新型インフ 
 

機関 事務 特定個人情報 

１～７ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 
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  ルエンザ等対策特別

措置法による予防接

種の実施に関する情

報であって規則で定

めるもの 
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議第２２号関係 

 

   玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

別表（第２条―第５条関係） 

 執行

機関 

附属機関 所掌事項 事務の 

内容 

委員の

定数 

委員の構成 委員の 

任期 

 市長 略 略 略 略 略 略 

 玉名市総合

戦略審議会 
略 略 略 略 略 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 略 略 略 略 略 略 

  玉名市情報

化推進計画

策定審議会 

略 略 略 略 略 

  玉名市硝酸

性窒素削減

対策検討委 

⑴ 硝酸性窒

素削減計画

の策定及び 

調査及

び審議 

１５人

以内 

⑴ 学識経

験を有す

る者 

１年 

別表（第２条―第５条関係） 

 執行

機関 

附属機関 所掌事項 事務の 

内容 

委員の

定数 

委員の構成 委員の 

任期 

 市長 略 略 略 略 略 略 

 玉名市総合

戦略審議会 
略 略 略 略 略 

 玉名市九州

看護福祉大

学の公立大

学法人化検

討委員会 

⑴ 九州看護

福祉大学の

公立大学法

人化に関す

ること。 

審議 １２人

以内 

⑴ 学識経

験を有す

る者 

⑵ 関係す

る機関及

び団体の

代表者 

⑶ その他

市長が適

当と認め

る者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

 略 略 略 略 略 略 

  玉名市情報

化推進計画

策定審議会 

略 略 略 略 略 
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  員会 変更に関す

ること。 

⑵ 硝酸性窒

素削減計画

に基づく事

業の実施に

関 す る こ

と。 

⑶ その他硝

酸性窒素削

減に関し市

長が必要と

認める事項

に関するこ

と。 

  ⑵  地域の

代表者 

⑶ 関係す

る機関及

び団体の

代表者 

⑷ その他

市長が適

当と認め

る者 

 

 

  略 略 略 略 略 略 

  玉名市農業

振興地域整

備促進協議

会 

略 略 略 略 略 

  玉名市有機

農業推進協

議会 

⑴ 有機農業

推進計画の

策定及び変

更に関する

こと。 

⑵ 有機農業

推進計画に

基づく事業

実施に関す

ること。 

⑶ その他有 

調査及

び審議 

１２人

以内 

⑴ 関係す

る機関及

び団体の

代表者 

⑵ その他

市長が適

当と認め

る者 

 

 

２年 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

  略 略 略 略 略 略 

  玉名市農業

振興地域整

備促進協議

会 

略 略 略 略 略 
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   機農業の推

進に関し市

長が必要と

認める事項

に関するこ

と。 

    

  略 略 略 略 略 略 

 教育

委員

会 

略 略 略 略 略 略 

 玉名市地域

学校協働本

部運営委員

会 

略 略 略 略 略 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  略 略 略 略 略 略 

 略 略 略 略 略 略 略 
 

   

 

 

 

 

 

     

  略 略 略 略 略 略 

 教育

委員

会 

略 略 略 略 略 略 

 玉名市地域

学校協働本

部運営委員

会 

略 略 略 略 略 

  玉名市図書

館窓口等業

務委託事業

者選定委員

会 

⑴ 玉名市図

書館窓口等

業務委託事

業者の選定

に関するこ

と。 

審査 ７人以

内 

⑴ 学識経

験を有す

る者 

⑵ 教育委

員会が指

名する職

員 

⑶ その他

教育委員

会が適当

と認める

者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

  略 略 略 略 略 略 

 略 略 略 略 略 略 略 
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議第２３号関係 

 

玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 

（玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正（第１条関係）） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第６条 議員等が職務のため旅行するときの費用弁償の額は、別表

第２に定めるもののほか、玉名市一般職の職員の旅費支給の例に

よる。ただし、外国旅行については、国家公務員の例を基準とし

て市長が定めるものとする。 

第６条 議員等が職務のため旅行するとき       は、別表

第２により費用を弁償する                 

  。ただし、外国旅行については、国家公務員の例を基準とし

て市長が定めるものとする。 

２～４ 略 ２～４ 略 

別表第２（第６条関係） 

種類 費用弁償の額 

鉄道賃  運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両

料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額。こ

の場合において、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分

された鉄道により移動する場合には、最上級の運賃の額

とする。 

船賃  運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこ

れらの費用に付随する費用の額の合計額。この場合にお

いて、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶

により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。 

宿泊費  国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第

４５号）別表第２の１本邦の表で定める指定職職員等の

宿泊費基準額の範囲内の実費額 
 

別表第２（第６条関係） 

区分 車賃（1

キロメ

ートル

当たり） 

日当 宿泊料 食卓料 

甲地方 乙地方 

議会議員 37円 3,000

円 

14,800

円 

13,300

円 

3,000円 

（備考） 宿泊料に係る甲地方及び乙地方の区分については、一

般職の職員の旅費に準ずる。 
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（玉名市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例の一部改正（第２条関係）） 

（実費弁償） （実費弁償） 

第３条 実費弁償の額は、次の区分による。 第３条 実費弁償の額は、次の区分による。 

⑴ 市内居住者 日額２，２００円 

⑵ 市外居住者 日額２，２００円に玉名市一般職の職員の旅費

支給の例により算出した額を加算した額 

⑴ 市外居住者にあっては日当２，２００円、鉄道賃、船賃、車

賃１キロメートルにつき３７円、宿泊料１泊につき甲地方１０，

９００円、乙地方９，８００円を支給する。ただし、宿泊料に

係る甲地方及び乙地方の区分については、一般職の職員の旅費

に準ずる。 

 ⑵ 市内居住者にあっては、日当２，２００円を支給する。 

 

（玉名市長等の旅費に関する条例の一部改正（第３条関係）） 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

０４条第３項の規定に基づき市長、副市長及び教育長の旅費に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

０４条   の規定に基づき市長、副市長及び教育長の旅費に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（旅費の額） （旅費の額） 

第２条 市長、副市長及び教育長の旅費の額は、別表に定めるもの

のほか、玉名市一般職の職員の例による。ただし、外国旅行の旅

費については、国家公務員の例を基準として市長が定めるものと

する。 

第２条 市長、副市長及び教育長の旅費の額は、別表に掲げる額と

する                。ただし、外国旅行の旅

費については、国家公務員の例を基準として市長が定めるものと

する。 

別表（第２条関係） 

種類 旅費の額 

鉄道賃  運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両

料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額。こ

の場合において、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分

された鉄道により移動する場合には、最上級の運賃の額

とする。 

船賃  運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこ

れらの費用に付随する費用の額の合計額。この場合にお

別表（第２条関係） 

区分 車賃（1キロメー

トル当たり） 

日当 宿泊料 食卓料 

甲地方 乙地方 

市長 37円 3,000円 14,800円 13,300円 3,000円 

副市長 37円 2,600円 13,100円 11,800円 2,600円 

教育長 

（備考） 宿泊料に係る甲地方及び乙地方の区分については、一

般職の職員の旅費に準ずる。 
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いて、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶

により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。 

宿泊費  国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第 

 

 

４５号）別表第２の１本邦の表で定める指定職職員等の

宿泊費基準額の範囲内の実費額 
 

 

（玉名市一般職員の旅費に関する条例の一部改正（第４条関係）） 

玉名市職員等の旅費に関する条例 玉名市一般職員の旅費に関する条例 

 目次 

 第１章 総則（第１条―第１５条） 

第２章 旅費及び旅費の支給（第１６条―第２６条） 

第３章 雑則（第２７条―第２９条） 

附則 

 第１章 総則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

０４条第３項の規定に基づき、公務のため旅行する玉名市の一般

職の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条

の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職

員」という。）及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

０４条第３項の規定に基づき、公務のため旅行する玉名市の職員

（                            

                         以下「職

員」という。）        に対し支給する旅費に関し必要な

事項を定めるものとする。 

２ 前項の職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、

法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるとこ

ろによる。 

２ 前項の職員        に対して支給する旅費に関しては、

法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるとこ

ろによる。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 出張 職員が公務のため一時その在勤官署（任命権者又はそ

の委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認める場

⑴ 出張 職員が公務のため一時その在勤地         
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合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所）を

離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又

は居所を離れて旅行することをいう。 

                            

                            

   を離れて旅行することをいう。 

⑵ 赴任                         

                            

         転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う

移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。 

⑵ 赴任 地方自治法第２５２条の１７の規定に基づき派遣され

た職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在

勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任   

  のため旧在勤地 から新在勤地 に旅行することをいう。 

⑶ 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員

又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。 

 

⑷ 家族   職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と          生

計を一にする  ものをいう。 

⑶ 扶養親族 職員の配偶者（   届出をしない  が、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生

計を維持しているものをいう。 

⑸ 略 ⑷ 略 

⑹ 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２

３９号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他

の規則で定める者（以下「旅行業者等」という。）であって、市

と旅行役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務

その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、か

つ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当す

る金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。）を締結し

たものをいう。 

 

 ２ この条例において「何級の職務」とは、玉名市一般職の職員の

給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）別表第２の級別職

務分類表及び玉名市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例（令和元年条例第８号）別表第２の級別職務分類表による

当該級の職務をいう。 

 ３ この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域をいう。 

（旅費の支給） （旅費の支給） 
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第３条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、

旅費を支給する。 

第３条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、

旅費を支給する。ただし、職員が市有の自動車又は自家用の自動

車（任命権者が市長に協議して定める基準に従い登録されたもの

に限る。以下「自家用車」という。）を使用し、宿泊をしない旅行

をするときは、旅費のうち日当は、支給しない。 

２ 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 

２ 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 

⑴ 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職   （免職を含

む。）、失職又は休職（以下「退職等」という。）となった場合（当

該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職

員 

⑴ 職員が出張又は赴任のため 旅行中に退職、免職（罷免を含

む。）、失職又は休職（以下「退職等」という。）となった場合（当

該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職

員 

⑵ 略 ⑵ 略 

⑶ 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の

日の翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住したときは、

当該職員の遺族 

 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員

法              第２８条第４項又は第２９条の

規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、

同項の規定による旅費は支給しない。 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する場合において、地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第４項又は第２９条の

規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、

同項の規定による旅費は支給しない。 

４ 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務

の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅

行した場合には、その者 に対し、旅費を支給する。 

４ 職員が        市の機関の依頼又は要求に応じ、公務

の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅

行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。 

５ 略 ５ 略 

６ 第１項、第２項    及び前２項の規定により旅費の支給を

受けることができる者                   

                             

           が、      次条第３項の規定により

旅行命令等の変更（取消しを含む。以下同じ。）を受け、又は死亡

した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に 支

６ 第１項、第２項、第４項及び前項 の規定により旅費の支給を

受けることができる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の

支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下

この条において同じ。）が、その出発前に次条第３項の規定により

旅行命令等を変更（取消しを含む。以下同じ。）され 、又は死亡

した場合において当該旅行          のため、既に支
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出した金額           のうちその者の損失となる 

金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給

することができる。 

出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった

金額で次に掲げる           ものを旅費として支給

することができる。 

 ⑴ 第１５条の規定に基づき任命権者が市長に協議して定める旅

費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

として支払った金額並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利

用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を採ったに

もかかわらず払戻しを受けることができなかった金額。ただし、

その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例に

より支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及

び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。 

 ⑵ 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行につ

いてこの条例により支給を受けることができる移転料の額の３

分の１に相当する額の範囲内の額 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を

受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める    

事情により概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合に

は、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部

又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規

則で定める金額を旅費として支給することができる。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を

受けることができる者が、天災   その他、真にやむを得ない

事情により概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合に

は、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部

又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、

次に掲げる金額を旅費として支給することができる。 

 ⑴ 現に所持していた旅費額（輸送機関を利用するための乗車券、

乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの（以下「切

符類」という。以下この条において同じ。）の全部を喪失した場

合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、この条

例により支給することができる金額 

 ⑵ 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合には、前号に規

定する額から喪失を免れた旅費額（切符類については購入金額

のうち未使用部分に相当する金額）を差し引いた金額 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合にお  
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いて、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべ

き金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支

給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当

するものとして支払うことができる。 

（旅行命令等） （旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、

旅行命令権者              の発する旅行命令又

は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）によって行わなければ

ならない。 

第４条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依

頼を行う者（以下「旅行命令権者」という。）の発する旅行命令等

                   によって行わなければ

ならない。 

⑴ 前条第１項の規定に該当する旅行 旅行命令  

⑵ 前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼  

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段に

よっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、

予算上旅費の支出が可能である場合             

                 に限り、旅行命令等を発する

ことができる。 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段に

よっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、

予算上旅費の支出が可能である場合（市有の自動車を使用し、宿

泊をしない旅行をする場合を含む。）に限り、旅行命令等を発する

ことができる。 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があ

ると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次

条第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、そ

の変更をする        ことができる。 

３ 旅行命令権者は、必要                があ

ると認める場合              には、自ら又は次

条第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づき、既

に発した旅行命令等を変更することができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、

旅行命令簿又は旅行依頼書（以下「旅行命令簿等」という。）に当

該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅

行者に通知して            しなければならない。

ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまが

ないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更す

ることができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、

旅行命令簿又は旅行依頼書（以下「旅行命令簿等」という。）に当

該旅行に関する  事項を記載し、これ       を当該旅

行者に提示し、又は当該旅行者に交付してしなければならない。

ただし、これを提示し、又は交付する        いとまが

ないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更す

ることができる。 

５ 前項ただし書の規定により口頭により旅行命令等を発し、又は

これを変更した場合には、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に

５ 旅行命令権者は、口頭    により旅行命令等を発し、又は

これを変更した場合には、できるだけ速やかに、旅行命令簿等を
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当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行

者に通知しなければならない。 

当該旅行者に提示し、又は             当該旅行

者に交付しなければならない。 

６ 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。 ６ 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で  定める。 

（旅行命令簿等に従わない旅行） （旅行命令簿等に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により旅行命令等（前条第３項の規定により変更を受けた旅行命

令等を含む。以下この条において同じ。）に従って旅行することが

できない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更

の申請をしなければならない。 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

により旅行命令等（前条第３項の規定により変更された 旅行命

令等を含む。以下この条において同じ。）に従って旅行することが

できない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更

の申請をしなければならない。 

２ 略 ２ 略 

３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、

又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅

行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等

に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができ

る。 

３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、

又は申請した がその変更が認められなかった場合において、旅

行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等

に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができ

る。 

（旅費の種類） （旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移

転費とする。 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊

料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料      

  とする。 

 ２ 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支

給する。 

 ３ 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給す

る。 

 ４ 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支

給する。 

 ５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に

応じ１キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。 

 ６ 日当は、旅行中の日数に応じ１日当たりの定額により支給する。 
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 ７ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜当たりの定額により支給す

る。 

 ８ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ１夜当たりの

定額により支給する。 

 ９ 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ

一定距離当たりの定額により支給する。 

 １０ 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額に

より支給する。 

 １１ 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給

する。 

（旅費の計算） （旅費の計算） 

第７条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前

条に規定する種類及び第９条から第１８条までに規定する内容に

基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に

よって  計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむ

を得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行

し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。 

第７条 旅費は                       

                             

   、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の

旅費により計算する。 

 ２ 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前項の規

定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算

する。 

 第８条 旅費計算上の旅行日数は、第３項の規定に該当する場合を

除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の

必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほ

か、鉄道旅行にあっては４００キロメートル、水路旅行にあって

は２００キロメートル、陸路旅行にあっては５０キロメートルに

ついて１日の割合をもって通算した日数を超えることができない。 

２ 前項のただし書の規定により通算した日数に１日未満の端数を

生じたときは、これを１日とする。 

３ 第３条第２項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅
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行日数は、第１項ただし書及び前項の規定により計算した日数に

よる。 

 第９条 旅行者が同一地域（第２条第３項に規定する地域区分によ

る地域をいう。以下同じ。）に滞在する場合における日当及び宿泊

料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数３０日

を超える場合には、その超える日数について定額の２割、滞在日

数６０日を超える場合には、その超える日数について定額の３割

に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。 

２ 同一地域に滞在中、一時ほかの地に出張した日数は、前項の滞

在日数から除算する。 

 第１０条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその

居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、在勤地又は出張

地から目的地に至る旅費を支給する。 

 第１１条 １日の旅行において、日当又は宿泊料（扶養親族移転料

のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。）について定額を異に

する事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿

泊料（扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。）

を支給する。 

 第１２条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における

年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は

車賃（扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。）

を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の

最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計

算する。 

 （路程の計算） 

第１３条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従

い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。 

⑴ 鉄道 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条に規

定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲

げる路程 
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⑵ 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程 

⑶ 陸路にあっては、次に掲げるものによる。 

ア 県内旅行 熊本県管内粁程要覧 

イ 県外旅行 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げ

る路程 

２ 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にか

かわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものの証明に

より路程を計算することができる。 

（旅費の請求手続） （旅費の請求手続） 

第８条  旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとす

る旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精

算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けよ

うとする旅行役務提供者は、所定の請求書（当該請求書に記載す

べき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）を含む。以下同じ。）に必要な資料を添えて、これを

当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者（以下「支出命令

者等」という。）に提出しなければならない。この場合において、

必要な資料  の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求

に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料 を提出しな

かったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかに

されなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。 

第１４条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとす

る旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精

算をしようとする者                    

           は、旅費請求書           

                             

                             

                             

               に必要な書類を添えて、これを

当該旅費      の支出又は支払をする者（以下「支出命令

者等」という。）に提出しなければならない。この場合において、

必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求

に係る旅費額          のうち、その書類を提出しな

かったため、その旅費           の必要が明らかに

されなかった部分の金額の支給    を受けることができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了し

た後所定の期間内に、当該旅行について、前項の規定による旅費

の精算をしなければならない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了し

た後２週間以内 に、当該旅行について、前項の規定による旅費

の精算をしなければならない。 

３ 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があっ

た場合には、所定の期間内                 

       に、当該過払金を返納させなければならない。 

３ 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があっ

た場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算

して２週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。 

４ 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費 ４ 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費
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の支給を受けた旅行者が、第２項に規定する期間内に旅費の精算

をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しな

かった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対

し支出し、又は支払う給与又は旅費の全額から、当該概算払に係

る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければなら

ない。 

の支給を受けた旅行者が、第２項に規定する期間内に旅費の精算

をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しな

かった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対

し支出し、又は支払う給与又は旅費の全額から、当該概算払に係

る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければなら

ない。ただし、給与から差し引く場合には、当該旅行者の同意を

得なければならない。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、

電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって市長が別に定めるものをいう。以

下同じ。）をもって提出することができる。 

５ 第１項に掲げる必要な添付書類及び前項に規定する給与の種類

は、次に掲げるところによる。 

⑴ 旅費請求書に添付しなければならない書類は、次のア又はイ

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める書類と

する。 

ア 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅

行命令又は旅行依頼を発したことの証明書 

イ 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の

精算の場合には旅行命令簿等 

⑵ 前項に規定する給与の種類は、玉名市一般職の職員の給与に

関する条例に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当又はこれ等に相当する

ものとする。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行

われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出し

たものとみなす。 

 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は

記録事項、第２項及び第３項に規定する期間並びに第４項に規定

する給与の種類その他の必要な事項は、市長が別に定める。 

 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）

第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大
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正１０年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道その他規則

で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用と

し、その額は、次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲げる

費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

⑴ 運賃 

⑵ 急行料金 

⑶ 寝台料金 

⑷ 座席指定料金 

⑸ 特別車両料金 

⑹ 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）

第２条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規

則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用

とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げ

る費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

⑴ 運賃 

⑵ 寝台料金 

⑶ 座席指定料金 

⑷ 特別船室料金 

⑸ 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

 

（航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）

第２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その
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他規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げ

る費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

⑴ 運賃 

⑵ 座席指定料金 

⑶ 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（その他の交通費） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用す

る移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号か

ら第４号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに

限る。）の額の合計額とする。 

⑴ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに

掲げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行

する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供

する自動車を利用する移動に要する運賃 

⑵ 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送

事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前

号に規定する自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃 

⑶ 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０

条第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車

の賃料その他の移動に直接要する費用 

⑷ 前３号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項の規定にかかわらず、職員又は職員以外の者が自家用自動

車を使用して旅行する場合の移動に要する費用は、規則で定める。 

 

（宿泊費） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、

国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。以
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下「省令」という。）別表第２の１本邦の表で定める職務の級が１

０級以下の者の宿泊費基準額（以下「宿泊費基準額」という。）の

範囲内の実費額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情があ

る場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額と

する。 

（包括宿泊費） 

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として

支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第９条から第１

２条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合

計額とする。 

 

（宿泊手当） 

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるた

めの費用とし、その額は、省令別表第３の１本邦の表で定める額

とする。 

２ 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される宿泊費又は

包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前

項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 

⑴ 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれ

る場合 前項で定める定額の３分の２の額 

⑵ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前

項で定める定額の３分の１の額 

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項の規定にかか

わらず、第１項に定める額とする。ただし、この条例の規定によ

り支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包括宿

泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。）に食費

に相当するものが含まれる場合には、当該額の３分の１の額とす

る。 

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する

場所をいう。）に宿泊する場合には、前３項の規定にかかわらず、

宿泊手当は支給しない。 

 

第１５条 第３条第５項の規定により支給する旅費は、任命権者が

市長に協議して定める。 
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 第２章 旅費及び旅費の支給 

（転居費） 

第１６条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１８条第１

項第１号又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を

含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法

により算定される額とする。 

（鉄道賃） 

第１６条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃（以下「運賃」とい

う。）及び急行料金による。 

⑴ 運賃の等級を２階級に区分する線路による旅行の場合には、

上級の運賃による。 

⑵ 前号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金 

⑶ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車

に要する運賃 

⑷ 前号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運

行するものによる１００キロメートル以上の旅行をする場合に

は、同号に規定する運賃及び急行料金のほか特別車両料金 

２ 前項の急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り

支給する。 

⑴ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメ

ートル以上のもの 

⑵ 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片

道５０キロメートル以上のもの 

３ 前２項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行にお

ける特別の事情のため困難である場合には、任命権者が市長に協

議して定める運賃及び急行料金によることができる。 

（着後滞在費） 

第１７条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用

とし、その額は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る

宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。 

（船賃） 

第１７条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃（以下この条において

「運賃」という。）及び寝台料金による。 

⑴ 運賃の等級を２階級以上に区分する船舶による旅行の場合に

は１等の運賃による。 

⑵ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船

に要する運賃 

⑶ 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、

前２号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金 
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（家族移転費） 

第１８条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、

その額は、次に掲げる額とする。 

⑴ 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者

に限る。以下この条において同じ。）を職員の新居住地に移転す

る場合には、家族１人ごとに、職員がその移転をするものとし

て算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、

包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額 

⑵ 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日

の翌日から１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転

するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後におけ

る職員の新居住地）に移転する場合には、同号の規定に準じて

算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情がある場合には、前項第２号に規定する期間を延長することが

できる。 

（航空賃） 

第１８条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。 

 （車賃） 

第１９条 車賃の額は、別表第１に掲げる定額による。ただし、公

務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で

旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。 

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第１３条の規定

により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算

して計算する。 

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、職員が自家用車を使用して、別表

第２旅行地の欄に掲げる旅行地に旅行をする場合の車賃の額は、

同表車賃の欄に定める額とする。 

 （日当） 

第２０条 日当の額は、別表の定額による。 
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２ 鉄道５０キロメートル未満、水路５０キロメートル未満又は陸

路２５キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務

上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を

除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の２分の１に相

当する額による。 

３ 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道２キロメー

トル又は水路２キロメートルをもってそれぞれ陸路１キロメート

ルとみなして、前項の規定を適用する。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市有の自動車又は自家用車を使用

し、宿泊を要する旅行をする場合の日当の額は、第１項の定額に

２分の１を乗じて得た額とする。 

 （宿泊料） 

第２１条 宿泊料の額は、別表に掲げる定額による。ただし、市長、

副市長、市議会議員、教育長、法令又は条例に基づく委員及び専

門委員（以下「市長等」という。）に随行する旅行の場合は、市長

等の宿泊料を支給することができる。 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又

は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した

場合に限り支給する。 

 （食卓料） 

第２２条 食卓料の額は、別表に掲げる定額による。 

２ 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合

又は船賃若しくは航空賃は要しないが、食費を要する場合に限り

支給する。 

 （移転料等） 

第２２条の２ 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の旅費につい

ては、熊本県職員等の旅費に関する条例（昭和２７年熊本県条例

第３１号）の規定に準じて市長が定める額及び方法により支給す

る。 

 （日額旅費） 
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第２３条 第６条第１項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅

行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給す

ることを適当と認めて市長が指定するものとする。 

⑴ 測量調査 土木営繕工事巡察その他これらに類する目的のた

めの旅行 

⑵ 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため

の旅行 

⑶ 前２号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張

を必要とする職員の出張 

２ 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が市長に協

議して定める。ただし、その額は、当該日額旅行の性質に応じ第

６条第１項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超

えることができない。 

 （在勤地内旅行の旅費） 

第２３条の２ 在勤地内において旅行する場合の旅費については、

市長が別に定める。 

（退職者等の旅費） （退職者等の旅費） 

第１９条   第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、

退職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行を

した場合に係る次に掲げる旅費とする。 

第２３条の３ 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、

次に規定する旅費と                    

               する。 

⑴ 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張

の例に準じ、退職等となる前の職にある者として退職等の日に

いた地から旧在勤官署（旅行命令権者が認める場合には、その

住所、居所、その他旅行命令権者が認める場所）に旅行するも

のとして計算した旅費 

⑴ 職員が出張中      に退職等となった場合には、次に

規定する                        

                            

                            

        旅費 

 ア 退職等となった日（以下「退職等の日」という。）にいた地

から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実

の発生を知った日（以下「退職等を知った日」という。）にい

た地までの前職務相当の旅費 
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 イ 退職等を知った日の翌日から３月以内に出発して当該退職

等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した

退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の

旅費 

⑵ 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任

の例に準じ、退職等となる前の職にある者として退職等の日に

いた地から新在勤官署に旅行するものとして計算した旅費 

⑵ 職員が赴任中      に退職等となった場合には、赴任

の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前日の規定

に準じて                計算した旅費 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転すると

きは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する

費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。 

 

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、

第１項に規定する期間を延長することができる。 

 

（遺族の旅費） 

第２０条 第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、次に

掲げる旅費とする。 

⑴ 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に

準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとし

て計算した旅費 

⑵ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げ

る旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に

旅行するものとして計算した旅費 

２ 第３条第２項第３号の規定により支給する旅費は、出張の例に

準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算

した旅費（宿泊費及び包括宿泊費を除く。）とする。 

３ 遺族が前２項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第

５号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先

にする。 

 

（証人等の旅費） 

第２１条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、

他に特別の定めがある場合を除くほか、その支給を受ける者の資
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格、旅行地の事情等により市長が定める。 

（市内旅行の旅費） 

第２２条 市内旅行の旅費については、市長が別に定めるものとす

る。 

 

 （市内旅行） 

第２４条 市内における旅行については、旅費を支給しない。 

第２３条 略 第２５条 略 

（旅費支給の上限） 

第２４条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費

のうちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第

９条第１項各号、第１０条第１項各号、第１１条第１項各号及び

第１２条第１項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第７

条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費

用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当す

る部分を除く。）及び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

に係る旅費の支給額は、当該各種類について第１３条、第１４条、

第１６条、第１７条及び第１８条第１項並びに第７条の規定によ

り計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種類ごとのいず

れか少ない額を合計した額とする。 

 

 （遺族の旅費） 

第２６条 第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、次に

掲げる旅費とする。 

⑴ 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地まで

の往復に要する前職務相当の旅費 

⑵ 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算し

た死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１

項第３号に掲げる順序により同順位の者がある場合には、年長者

を先にする。 
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 第３章 雑則 

（旅費の調整） （旅費の調整） 

第２５条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を

受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質

上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実

費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる

部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことがで

きる。 

第２７条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等

を利用して旅行した場合、この条例、旅費に関する法令その他 

     の規定による旅費を支給することが 不当に旅行の実

費を超えて               支給することとなる

部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことがで

きる。 

２ 略 ２ 略 

（旅費の返納） 

第２６条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例

又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相

当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返

納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費

の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納

に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出

し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額

を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、市長が別に定める。 

 

 （旅費の支給の特例） 

第２８条 職員でない者の旅費の支給については、その支給を受け

る者の資格、旅行地の事情等により市長が定める。 

第２７条 略 第２９条 略 

 別表第１（第１９条―第２２条関係） 

 区分 車賃 日当 宿泊料 

 （1キロメートル

当たり） 

 甲地方 乙地方 食卓料 

職員 37円 2,200円 10,900円 9,800円 2,200円 
 



- 31 - 

 備考 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の区分については、規則で

定める。 

  

 別表第２（第１９条関係） 

  旅行地 車賃 

1 大牟田市 1,369円 

2 熊本県庁 2,257円 

3 熊本空港 2,886円 

4 熊本市中央区（熊本県庁を除く。） 1,961円 

5 熊本市東区 2,368円 

6 熊本市西区 1,776円 

7 熊本市南区 2,590円 

8 熊本市北区 1,221円 

9 八代市 4,329円 

10 人吉市 8,362円 

11 荒尾市 1,221円 

12 水俣市 7,696円 

13 山鹿市 1,406円 

14 菊池市 2,109円 

15 宇土市 2,553円 

16 上天草市 4,736円 

17 宇城市 2,997円 

18 阿蘇市 4,736円 

19 天草市 7,770円 

20 合志市 1,924円 

21 美里町 3,774円 

22 玉東町 592円 

23 南関町 1,221円 

24 長洲町 962円 
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25 和水町 555円 

26 大津町 2,553円 

27 菊陽町 2,331円 

28 南小国町 5,476円 

29 小国町 5,291円 

30 産山村 5,883円 

31 高森町 4,551円 

32 西原村 3,182円 

33 南阿蘇村 4,107円 

34 御船町 3,145円 

35 嘉島町 2,738円 

36 益城町（熊本空港を除く。） 2,701円 

37 甲佐町 3,589円 

38 山都町 5,032円 

39 氷川町 3,589円 

40 芦北町 6,660円 

41 津奈木町 7,326円 

42 錦町 9,028円 

43 多良木町 8,658円 

44 湯前町 9,102円 

45 水上村 9,250円 

46 相良村 8,140円 

47 五木村 6,401円 

48 山江村 8,510円 

49 球磨村 7,363円 

50 あさぎり町 8,214円 

51 苓北町 9,472円 
 

 

   （玉名市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正（第５条関係）） 
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（公務のための旅行に係る費用弁償） （公務のための旅行に係る費用弁償） 

第３０条 略 第３０条 略 

２ 前項の費用弁償の額は、玉名市職員等の旅費に関する条例 （平

成１７年条例第５１号）の規定の適用を受ける職員の例による。 

２ 前項の費用弁償の額は、玉名市一般職員の旅費に関する条例（平

成１７年条例第５１号）の規定の適用を受ける職員の例による。

この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給

与条例第３条第１項に規定する給料表における２級以下に相当す

るものとする。 
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議第２４号関係 

 

   玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

（費用弁償） （費用弁償） 

第７条 特別職の職員が職務のため旅行するときの費用弁償の額

は、別表第２に定めるもののほか、玉名市一般職の職員の旅費支

給の例による。ただし、外国旅行については、国家公務員の例を

基準として市長が定めるものとする。 

第７条 特別職の職員が職務のため旅行するとき       

は、別表第２により費用を弁償する             

      。ただし、外国旅行については、国家公務員の例を

基準として市長が定めるものとする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、特別職の職員が自家用車を利用して

別表第３旅行地の欄に掲げる旅行地に旅行するときの車賃の額

は、それぞれ同表車賃の欄に定める額とする。 

２ 前項 の費用弁償の支給の方法については、玉名市一般職の職

員の旅費支給の例による。 

３ 前２項の費用弁償の支給の方法については、玉名市一般職の職

員の旅費支給の例による。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

職名 支給別 支給額（円） 摘要 

略 略 略  

公立大学法人評価委員会委員  

          

日 5,800  

略 略 略  

情報化推進計画策定審議会委員 略 略  

硝酸性窒素削減対策検討委員会

委員 

日 5,800  

略 略 略  

農業振興地域整備促進協議会委

員 

略 略  

有機農業推進協議会委員 日 5,800  

職名 支給別 支給額（円） 摘要 

略 略 略  

九州看護福祉大学の公立大学法

人化検討委員会委員 

日 5,800  

略 略 略  

情報化推進計画策定審議会委員 略 略  

 

 
  

 

略 略 略  

農業振興地域整備促進協議会委

員 

略 略  
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略 略 略  

鳥獣被害対策実施隊員 回 2,500  

略 略 略  

地域学校協働本部運営委員会委

員 

略 略  

 

 

   

略 略 略  
 

略 略 略  

鳥獣被害対策実施隊員 回 2,000  

略 略 略  

地域学校協働本部運営委員会委

員 

略 略  

図書館窓口等業務委託事業者選

定委員会委員 

日 5,800  

略 略 略  
 

  

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

種類 費用弁償の額 

鉄道賃  運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料

金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額。この場

合において、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された

鉄道により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。 

船賃  運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれ

らの費用に付随する費用の額の合計額。この場合におい

て、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶によ

り移動する場合には、最上級の運賃の額とする。 

宿泊費  国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４

５号）別表第２の１本邦の表で定める指定職職員等の宿泊

費基準額の範囲内の実費額 
 

区分 車賃（1

キロメ

ートル

当たり） 

日当 宿泊料 食卓料 

甲地方 乙地方 

教育委員会委員 37円 2,600円 13,100円 11,800円 2,600円

選挙管理委員会委

員 

公平委員会委員 

監査委員 

農業委員会委員 

固定資産評価審査

委員会委員 

前各号に掲げる者

以外の特別職の職

員 

37円 2,200円 10,900円 9,800円 2,200円 

 （備考） 宿泊料に係る甲地方及び乙地方の区分については、一  

般職の職員の旅費に準ずる。 

   



- 36 - 

 

 別表第３（第７条関係） 

  旅行地 車賃 

1 大牟田市 1,369円 

2 熊本県庁 2,257円 

3 熊本空港 2,886円 

4 熊本市中央区（熊本県庁を除く。） 1,961円 

5 熊本市東区 2,368円 

6 熊本市西区 1,776円 

7 熊本市南区 2,590円 

8 熊本市北区 1,221円 

9 八代市 4,329円 

10 人吉市 8,362円 

11 荒尾市 1,221円 

12 水俣市 7,696円 

13 山鹿市 1,406円 

14 菊池市 2,109円 

15 宇土市 2,553円 

16 上天草市 4,736円 

17 宇城市 2,997円 

18 阿蘇市 4,736円 

19 天草市 7,770円 

20 合志市 1,924円 

21 美里町 3,774円 

22 玉東町 592円 

23 南関町 1,221円 

24 長洲町 962円 

25 和水町 555円 

26 大津町 2,553円 

27 菊陽町 2,331円 



- 37 - 

28 南小国町 5,476円 

29 小国町 5,291円 

30 産山村 5,883円 

31 高森町 4,551円 

32 西原村 3,182円 

33 南阿蘇村 4,107円 

34 御船町 3,145円 

35 嘉島町 2,738円 

36 益城町（熊本空港を除く。） 2,701円 

37 甲佐町 3,589円 

38 山都町 5,032円 

39 氷川町 3,589円 

40 芦北町 6,660円 

41 津奈木町 7,326円 

42 錦町 9,028円 

43 多良木町 8,658円 

44 湯前町 9,102円 

45 水上村 9,250円 

46 相良村 8,140円 

47 五木村 6,401円 

48 山江村 8,510円 

49 球磨村 7,363円 

50 あさぎり町 8,214円 

51 苓北町 9,472円 
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議第２５号関係 

 

玉名市保育所条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 （使用料   の徴収） 

第７条 市長は、        教育・保育給付認定子ども（子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第４項

に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。）に特

定教育・保育等（同法第２７条第１項又は第２８条第１項第１号

に規定する特定教育・保育、同項第２号に規定する特別利用保育

及び同項第３号に規定する特別利用教育をいう。以下同じ。）を

提供するときは、当該教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶

養義務者（民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条に規定す

る扶養義務者をいう。以下同じ。）から、保育所の使用料として

玉名市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定め

る条例（平成２７年条例第４号）に定める利用者負担額を徴収す

る。 

（利用者負担額の徴収） 

第７条 市長は、保育所を利用する教育・保育給付認定子ども（子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第４項

に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。）の保

護者                           

                             

                             

                          又は扶

養義務者（民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条に規定す

る扶養義務者をいう。以下同じ。）から、保育所の使用料として

玉名市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定め

る条例（平成２７年条例第４号）に定める利用者負担額を徴収す

る。 

２ 特定教育・保育等の提供を受ける教育・保育給付認定子どもの

保護者又は扶養義務者が本市以外の市町村から子ども・子育て支

援法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定を受けている

場合における利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、当該市

町村が定める利用者負担額に相当する額とする。 

２ 保育所を利用する       教育・保育給付認定子どもの

保護者又は扶養義務者が本市以外の市町村から子ども・子育て支

援法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定を受けている

場合における利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、当該市

町村が定める利用者負担額に相当する額とする。 
３ 市長は、乳幼児に子ども・子育て支援法に規定する事業等に係

る保育等（特定教育・保育等を除く。以下同じ。）を提供すると

きは、当該乳幼児の保護者又は扶養義務者から、保育所の使用料

として規則で定める額を徴収する。 

 

 （利用料金） 

第１０条 第８条第１項の規定により保育所の管理を指定管理者に

 （利用料金） 

第１０条 第８条第１項の規定により保育所の管理を指定管理者に
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行わせる場合には、第７条第３項に規定する保育等を利用する者

は、その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納めな

ければならない。 

行わせる場合には、一時預かり事業等      を利用する者

は、その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納めな

ければならない。 
２・３ 略 ２・３ 略 
（兼業の禁止） 

第１１条 地方自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条

第２項において準用する場合を含む。）及び第１８０条の５第６

項の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、

同法第９２条の２中「当該普通地方公共団体に対し請負（業とし

て行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納

入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきも

のをいう。以下この条、第１４２条、第１８０条の５第６項及び

第２５２条の２８第３項第１２号において同じ。）をする者（各

会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方

公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観

点から政令で定める額を超えない者を除く。）及びその支配人又

は主として同一の行為をする法人」とあり、同法第１４２条中「当

該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主と

して同一の行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、同法

第１８０条の５第６項中「当該普通地方公共団体に対しその職務

に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をす

る法人」とあるのは「その職務に関する公の施設の指定管理者」

と読み替えるものとする。 

（兼業の禁止） 
第１１条 地方自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条

第２項において準用する場合を含む。）及び第１８０条の５第６

項の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、

同法第９２条の２及び第１４２条               
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                          中「当

該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主と

して同一の行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、同法

第１８０条の５第６項中「当該普通地方公共団体に対しその職務

に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をす

る法人」とあるのは「その職務に関する公の施設の指定管理者」

と読み替えるものとする。 
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議第２６号関係 

 

玉名市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴～⑺ 略  ⑴～⑺ 略 

⑻ 保険医療機関等 健康保険法第６３条第３項第１号に規定す

る保険医療機関及び保険薬局をいう。 

 

 （助成金の支給申請） 

第７条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは規則

で定めるところにより市長に対し、１か月を単位として申請しな

ければならない。ただし、第９条の規定により市長が助成金に相

当する額を保険医療機関等に支払うときは、当該助成金の支給に

係る申請は要しない。 

 （助成金の支給申請） 

第７条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは規則

で定めるところにより市長に対し、１か月を単位として申請しな

ければならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 （助成金の支給） 

第８条 市長は、前条第１項本文の申請があったときは、その内容

を審査の上助成金の額を決定し、当該申請に基づき助成金を支給

する。 

 （助成金の支給） 

第８条 市長は、前条第１項  の申請があったときは、その内容

を審査の上助成金の額を決定し、当該申請に基づき助成金を支給

する。 

 （保険医療機関等への支払） 

第９条 市長は、健康保険法第７６条第５項に規定する基金又は国

保連合会に委託し、助成金に相当する額を保険医療機関等に支払

うことにより受給資格者への助成に代えることができる。 

 

第１０条 略 第９条  略 

第１１条 略 第１０条 略 
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第１２条 略 第１１条 略 

第１３条 略 第１２条 略 
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議第２７号関係 

 

玉名市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 （乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第５条 略 
２～５ 略 

 （乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第５条 略 
２～５ 略 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児

の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払っ

て設けられなければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児

の保健衛生及び利用乳幼児に対する危険防止に十分な考慮を払っ

て設けなければ  ならない。 
 （乳児等通園支援事業所の職員の一般条件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊か

な人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であっ

て、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受け

たものでなければならない。 

 （乳児等通園支援事業者の職員の一般条件） 

第９条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊か

な人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であっ

て、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受け

たものでなければならない。 

 （乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研さんに励み、

法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修

得、維持及び向上に努めなければならない。 
２ 略 

 （乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研さんに励み、

法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修

得、維持及び向上に努めなければならない。 
２ 略 

 （虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法

第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の

心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （虐待等の防止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法

第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の

心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 
 （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

 （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 
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 ⑴～⑸ 略 
 ⑹             利用定員 
 ⑺ 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その

他の利用に当たっての留意事項 
 ⑻～⑾ 略 

 ⑴～⑸ 略 
 ⑹ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 
 ⑺ 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並び

に 利用に当たっての留意事項 
 ⑻～⑾ 略 

 （秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 
２ 略 

 （秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 
２ 略 

 （乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 略 
２ 略 
３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」とい

う。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所であ

るものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型

保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、当該施設

又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」

という。）がその施設又は事業に係る利用定員（子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条

第１項の確認において定める利用定員をいう。）の総数に満たな

い場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除い

た数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をい

う。 

 （乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 略 
２ 略 
３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」とい

う。）第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所であ

るものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型

保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、当該施設

又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」

という。）がその施設又は事業に係る利用定員         
                              
                      の総数に満たな

い場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除い

た数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をい

う。 
第２２条 略 第２２条 略 
 （設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定

する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所におい
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て一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前２条の規定は適

用しない。 
 

 （準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、余裕活用型乳児等通園

支援事業について準用する。 

 （準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、余裕活用型乳児等通園

支援事業について準用する。この場合において、第２３条中「一

般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支

援事業」と、第２４条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」

とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」とする。 
 （電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の

職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）により行うことができる。 

 （電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその            
職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副

本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）により行うことができる。 
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議第２８号関係 

 

   玉名市地域汚水処理施設条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 汚水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第３条 汚水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

四本木団地汚水処理場 略 

  

略 略 
 

名称 位置 

四本木団地汚水処理場 略 

栗崎団地汚水処理場 玉名市玉名２１３６番地１ 

略 略 
 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

汚水処理施設名 使用料 

四本木団地汚水処理場 

 

略 

略 略 
 

汚水処理施設名 使用料 

四本木団地汚水処理場 

栗崎団地汚水処理場 

略 

略 略 
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議第２９号関係 

 

   玉名市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

（住宅入居の手続） （住宅入居の手続） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項第１号の規定にかかわらず、市長が適当と認める家賃債

務保証業者（賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃

の支払に係る債務等（以下「家賃債務等」という。）を保証するこ

とを業として行う者をいう。）と保証委託契約（家賃債務保証業者

が賃借人の家賃債務等を保証することを当該賃借人が委託するこ

とを内容とする契約をいう。）を締結した入居決定者については、

当該保証委託契約を締結したことを証する書類の提出をもって同

号の連署に代えることができる。 

 

４ 略 ３ 略 

５ 略 ４ 略 

６ 略 ５ 略 

７ 略 ６ 略 

（同居の承認） （同居の承認） 

第１２条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居

した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行

規則第１１条で定めるところにより、市長の承認を得なければな

らない。 

第１２条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居

した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行

規則第１０条で定めるところにより、市長の承認を得なければな

らない。 

２ 略 ２ 略 

（入居の承継） （入居の承継） 

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、

その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き

第１３条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、

その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き
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当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居してい

た者は、公営住宅法施行規則第１２条で定めるところにより、市

長の承認を得なければならない。 

当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居してい

た者は、公営住宅法施行規則第１１条で定めるところにより、市

長の承認を得なければならない。 

２ 略 ２ 略 

（収入の申告等） （収入の申告等） 

第１５条 略 第１５条 略 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第７条に規

定する方法によるものとする。 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第８条に規

定する方法によるものとする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（家賃の納付） （家賃の納付） 

第１７条 市長は、入居者から第１１条第６項の入居可能日から当

該入居者が市営住宅を明け渡した日（第３２条第１項又は第３７

条第１項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明け渡

した日のいずれか早い日、第４２条第１項による明渡しの請求の

あったときは明渡しの請求のあった日）までの間、家賃を徴収す

る。 

第１７条 市長は、入居者から第１１条第５項の入居可能日から当

該入居者が市営住宅を明け渡した日（第３２条第１項又は第３７

条第１項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明け渡

した日のいずれか早い日、第４２条第１項による明渡しの請求の

あったときは明渡しの請求のあった日）までの間、家賃を徴収す

る。 

２～５ 略 ２～５ 略 

（市営住宅建替事業による家賃の特例） （市営住宅建替事業による家賃の特例） 

第３９条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整

備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市

営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、

当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、

第１４条第１項、第３１条第１項又は第３３条第１項の規定にか

かわらず、令第１２条で定めるところにより当該入居者の家賃を

減額するものとする。 

第３９条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整

備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市

営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、

当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、

第１４条第１項、第３１条第１項又は第３３条第１項の規定にか

かわらず、令第１１条で定めるところにより当該入居者の家賃を

減額するものとする。 

（市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃

の特例） 

（市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃

の特例） 

第４０条 市長は、法第４４条第３項の規定による市営住宅の用途

の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の

市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の

第４０条 市長は、法第４４条第３項の規定による市営住宅の用途

の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の

市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の
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家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入

居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第１４

条第１項、第３１条第１項又は第３３条第１項の規定にかかわら

ず、令第１２条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額す

るものとする。 

家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入

居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第１４

条第１項、第３１条第１項又は第３３条第１項の規定にかかわら

ず、令第１１条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額す

るものとする。 
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議第３０号関係 

 

   玉名市学校給食費の徴収に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

（学校給食費の徴収等） （学校給食費の徴収等） 

第３条 市長は、次に掲げる者（以下「保護者等」という。）から、

学校給食法第１１条第１項に規定する経費以外の学校給食に要す

る経費を学校給食費として徴収する。 

第３条 市長は、次に掲げる者（以下「保護者等」という。）から、

学校給食法第１１条第１項に規定する経費以外の学校給食に要す

る経費を学校給食費として徴収する。 

⑴ 学校給食の提供を受ける市立学校の児童又は生徒の保護者

（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条の保護者を

いう。以下同じ。）であって、当該児童又は生徒について生活保

護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定による教育

扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者 

⑴ 学校給食の提供を受ける市立学校の児童又は生徒の保護者

（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条の保護者を

いう     。）                    

                            

                            

⑵ 略 ⑵ 略 

２ 略 ２ 略  



- 50 - 

 

議第３１号関係 

 

   玉名市立小中学校体育施設等使用料条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

別表（第２条関係） 

区分 学校名 使用時間 使用料 

一般 中学生

以下 

略 略 略 略 略 

武道場 略 略 略 略 

冷暖房 天水中学校（体育館

に限る。） 

1 時間につ

き 

1,000 円 

岱明中学校（武道場

に限る。） 

1 時間につ

き 

500 円 

 備考 略 

別表（第２条関係） 

区分 学校名 使用時間 使用料 

一般 中学生

以下 

略 略 略 略 略 

武道場 略 略 略 略 

 

 

    

 

 

    

 備考 略  
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議第３２号関係 

 

   玉名市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 略 第３条 略 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 ２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 給水人口は、合計４６，１２０人とする。 ⑵ 給水人口は、合計４９，９００人とする。 

⑶ １日最大給水量は、合計１８，４４０立方メートルとする。 ⑶ １日最大給水量は、合計２０，１５０立方メートルとする。 

３・４ 略 ３・４ 略 
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議第３３号関係 

 

   熊本広域行政不服審査会共同設置規約の一部を変更する規約 

 

新 旧 

（共同設置する地方公共団体） （共同設置する地方公共団体） 

第１条 熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、宇土市、阿蘇市、合志

市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、

南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村（以下

「関係市町村」という。）は、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第８１条第１項の規定による関係市町村の長（以下「関

係市町村長」という。）の附属機関を、共同して設置する。  

第１条 熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市    、阿蘇市、合志

市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、

南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村（以下

「関係市町村」という。）は、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第８１条第１項の規定による関係市町村の長（以下「関

係市町村長」という。）の附属機関を、共同して設置する。  

 


